
標準文書保存期間基準（保存期間表）（調査官室）

ア 公印の管理に関する連
絡文書

一時的通達 連絡文書 公印（連絡文書） ５年

イ 公印に関する届書及び
報告書

届書、報告書 届書、報告書 公印 ５年

ウ 庶務帳簿 公印の管理に関する帳
簿

庶務（事務） 庶務帳簿 公印の管理に関する帳簿 常用

ア 文書の管理に関する連
絡文書

一時的通達 文書（連絡文
書）

文書（連絡文書） ５年

イ 文書の廃棄の意思決定
が記載された文書

廃棄目録 文書（廃棄） 文書（廃棄） ５年

ウ 文書の保存期間等が定
められた文書

標準文書保存期間基準
（保存期間表）

文書（保存期間
基準）

文書（保存期間基準） ５年

エ 庶務帳簿 事務記録帳簿保存簿、
廃棄簿

庶務帳簿 廃棄簿 ３０年

情報化及び情報セ
キュリティに関する
業務

ア 情報化及び情報システ
ムの運用等に関する文
書（イに該当するもの
を除く。）、情報セ
キュリティに関する内
部規約の策定等に関す
る文書

一時的通達 情報（連絡文
書）

情報（連絡文書） ５年

情報

令和５年４月１日

⑴ 公印の管理に関する
業務

保存期間名称
（小分類）

大分類

文書の管理に関する
業務

中分類

１ 庶務に関す
る事項

分類
司法行政文書の具体例事項 業務の区分

業務に係る司法行政文書の
類型

情報（届出等） １年イ 情報化及び情報システ
ムの一時的な運用等に
関する文書、情報セ
キュリティに関する届
出、許可等に関する文
書

通知、周知文書、届出
書、許可書、申請書、
報告書


